
特定非営利活動法人幼い難民を考える会

職 員 給 与 規 程

〔適 用〕

第 1条 この職員給与規程 (以下、「規程」という)は、就業規則第35条に基づき本会職

員の給与に関する事項を定めたものである。ただし、就業規則第 2条但し書き以下の

職員については個別の雇用契約書による。

〔給与の構成〕

第 2条 給与の構成は次のとおりとする。

本俸

給 役職手当

諸手当

住宅手当

通勤手当

〔本 俸〕

第 3条 職員の本俸は、年齢を基準として国内職員、海外職員別に定める。

2 特に認めた者については、職歴等を勘案して定める。

〔役職手当〕

第 4条 部下管理の職務を担当する役職者である事務局長と、事務所長、事務局次長に対

し、役職手当をそれぞれ支給する。役職手当は、事務局長 35,000円 、事務所長 35,000

円、事務局次長 25,000円 とする。

〔扶養手当〕

第 5条 扶養手当は、扶養親族のある職員のみに対して支給する。但し、試用期間中は支

給しない。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく、主として

その職員に扶養されている者を扶養親族とし、扶養手当を月額で支給する。

(1)配偶者                   10,000円
(2)18歳以下の子 1人につき            3,000円
(3)70歳以上の父母、祖父母 1人につき       3,000円

3 前項の扶養親族に異動が生じた場合は、異動の事実を証明する書類を添付して、2

週間以内に届出をしなければならない。届出を怠った場合は、増額の分については届

出の翌月より支払い、減額の分については過払分を返還しなければならない。

当
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〔住宅手当〕

第 6条 国内勤務職員で住居を貸借 している世帯主である者に住宅手当として月額

25,000円を支給する。

2 海外派遣職員の住居は原則として本会が用意する。自ら居住する住宅 (貸間を含む)

を借 り受けている職員に対し、住宅手当 20,000円を支給する。

〔通勤手当〕

第 7条 職員に支給する通勤手当の月額は、lヶ 月の通勤に要する運賃等の額に相当する

額であって、その算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理

的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

2 通勤手当の月額は、3ヶ月間の定期券を購入する場合の金額を 3で除したものと

する。算出した金額に 1円未満の端数がある場合は、四捨五入とする:

3 入職・退職等が給与計算期間の途中の日付であった場合は、以下のとおり取り扱 う。

(1)定期券がなく切符で通勤した期間は実費精算とする。

(2)給与計算上の通勤手当額は、2項の金額を使用する。

(3)給与計算上の 1日 当たりの通勤手当額は、3ヶ月の定期券代金に4を乗じた金

額を所定労働 日数で除した金額をいう。所定労働 日数とは、365日 マイナス所定休日

日数をいう。

〔時間外手当〕

第 8条 第 2条の時間外手当は、職員の早出、残業、深夜業、休 日出勤等に対して就業規

則第 13条に基づき、法定労働時間である8時間を超えた場合、また週の法定労働時間

である40時間を超えた場合、次の各項によつて割増賃金を支給する。

(1)早出 (5:00～ 9:29)、 残業 (18:31～22:00)1時間につき、1時間当たり所

定賃金の 2割 5分増 しを支払 う。17:31～18:30までは 1時間当たりの所定賃

金を支払 う。

(2)深夜業 (22:00～翌 5100)1時間につき、1時間当たり所定賃金の 2割 5部

増 しを支払 う。

(3)所定法定休 日 (日 曜)出勤労働 1時間につき、1時間当たり所定賃金の 3割

5分増 しを支払 う。

(4)休 日 (土曜・祝日)出勤労働は、週 35時間を超え 40時間以内の場合は、そ

の時間の分の所定賃金を支給する。8時間以上の出勤労働については、事前に

届出に承認を受けた場合に限り、 (1)に規定の時間外手当を支給する。

2 前項の 1時間当たりの所定賃金とは、第 12条で規定する賃金をいう。

3 役職手当の対象者である、事務局長、事務所長、事務局次長は時間外手当の対象

外とする。

〔期末手当〕

第 9条 期末手当は、その年度の本会財政状況を勘案して代表理事、または副代表理事が

金額を決定し、支給する。ただし、財政状態の悪化、その他やむをえない事由により支
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給しないことがある。

2 期末手当は、基本給に 1以上の率を乗じ、在職期間に応 じた率を乗じて計算する。

在職期間別割合は、次の表の通りとする。

在職期間 割 合

6ヵ 月以上 100/100

5ヵ 月以上 6ヵ 月未満 80/100

3ヵ 月以上 5ヵ 月未満 60/100

3ヵ 月未満 30/100

3 産前産後休暇、労災による休業、育児・介護休業は出勤したものとみなし、在職期

間に算入する。

〔欠勤等の取り扱い〕

第 10条 正当な理由のない欠勤、遅刻、早退、私用外出の不就業については、1時間当た

りの給与額に欠勤、遅刻、早退、私用外出の不就業の合計時間数を乗じた額を控除す

るものとする。

〔計算期間〕

第 11条 給与の計算期間は、前月 21日 より当月の 20日 までとする。

〔計算方法〕

第 12条 時間外労働および休 日労働の割増賃金算出の基礎となる 1時間当たりの所定賃

金は、基本給を lヶ月平均所定労働時間で除して求める。 lヶ 月の平均所定労働時間

とは、365日 マイナス所定休 日日数×1日 の所定労働時間を 12で除した時間をいい、

142時間とする。

2 第 1項の規程において、142時間で除した金額に 1円未満の端数があるときは、1

円に切 り上げる。

3 1日 当たりの所定賃金は、第 1項の 1時間当たりの所定賃金に、1日 当たりの所定

労働時間である7時間を乗じて求める。

〔給与の支払い〕

第 13条 給与は、職員の指定する銀行日座にその全額を毎月 25日 までに振込によつて行 う

ただし支給日が休日の場合には、その前日とする。

〔控除〕

第 14条 第 12条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは給与から控除して支払 う。

(1) 健康保険料・介護保険料 0厚生年金保険料

(2) 雇用保険料

(3) 源泉所得税
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(4)

(5)

住民税

職員代表との書面による協定により賃金から控除することとしたもの。

〔昇 給〕

第 15条 職員が現に受けている号俸を受けるに至った時から、12カ月を下らない期間を

勤務したときは、1号上位の号俸に昇給させることができる。原則として、職員の年

齢に応 じ、毎年 4月 1日 の年齢を基準に 1号上位の号俸に昇給するものとする。

2 勤続年数の上限に達した職員は、定期昇給を行わない。

〔休職者の給与〕

第 16条 職員が業務上及び通勤上負傷し、又は疾病による休業のときは、その休業期間中

の給与は、労働基準法、労働者災害補償保険法により補償する。

2 業務外の負傷、疾病による休職中は無給とし、就業規則第 44条により給付を受け

る。

〔休暇等の賃金〕

第 17条 年次有給休暇の期間は、通常の賃金を支給する。

2 産前産後の休業期間、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育

児休業及び介護休業の期間、育児時間、生理日の 2日 を超える休暇の期間は無給と

する。

3 慶弔休暇の期間は第 1項の賃金を支給する。

4 就業規則第 25条の 2に定める休暇の期間は無給とする。

〔退職手当の支給〕

第 18条 退職手当は職員が退職 した場合に、その者 (死亡による退職の場合には、その遺

族)に支給する。

〔退職手当〕

第 19条 退職手当は、現に受けている号俸を受けるに至った時から、12カ 月を下らない期

間を勤務したものに対して、本俸に勤続年数を加算した 2分の 1の額 (本俸×勤続月

数/12× 1/2)を支給する。

2 退職手当の基礎となる勤続年数の計算は、職員として引き続き在職 した期間による。

3 2項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の

属する月までの月数とする。

4 2項及び 3項の規定による在職期間のうち、就業規則第 9条 1項 1号・2号の規定

による休職、同規則第 41条による出勤停止により現実に職務を執ることを要しない期

間のある月が一以上あったときは、その月数に相当する月数を2項及び 3項の規定に

より計算した在職期間より、控除する。
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〔その他〕

第 20条 この定めにより難い場合は、事情に即し事務局長が代表理事又は、副代表理事の

承認を得て決定する。

附 則

1.こ の規程は、1996年 4月 1日 より実施する。

2.こ の規程を改廃する場合は、理事会の承認をもって行 う。

3.1"9年 10月 30日 改定。

4.2005年 9月 16日 改定。

5.2009年 12月 11日 改定。

6.2013年 4月 1日 改定。

Ｆ
Ｄ



特定非営利活動法人幼い難民を考える会

劉塾□ [規L型菫L

1.目 的

この規程は、特定非営利活動法人幼い難民を考える会の理事・監事の報酬お

よび出張経費の取扱いについて定める。

2.役員報酬

理事・監事へは報酬を支給しない。

3.出張旅費

理事・監事が、本会の業務のために出張する際は、以下の通り取り扱 う。

1)出 張する際は、その目的を明確にして、代表理事の承認を得る。

代表理事は決裁後、速やかに理事会へ報告する。

2)代 表理事は、本会業務に必要と判断した場合、理事 0監事に対し、出張

を依頼することがある。但し、依頼内容を理事会に報告しなければならな

い。

3) 出張に必要な次の各費用は、本会の負担とする。

交通費 0航空運賃 (いづれもエコノミークラスとする)・ 宿泊費.

海外出張の場合には、上記に加えて渡航に関する直接経費 (ビザ・空港税・

等)を実費ベースで本会が負担する。

旅行者傷害保険には、本会負担で加入する。

4.業務委託契約について

1) 理事・監事が、本会の業務に関して、業務の委託を受ける場合には、

事前に理事会の承認を得る。理事会には、当該業務委託契約の主旨・業

務の範囲・期間・対価などを明らかにした書類を提出し、審議を依頼す

る。

2)理 事が当会と結ぶ業務委託について審議を行 う理事会の議案について

は、当該業務の委託を受ける理事は議決権を有しない。

以上。

本規程は、平成 26年 5月 31日 の理事会に於いて議決 され、その当日より施

行 された。



平成  年   月   日

特定非営利活動法人幼い難民を考える会

代表理事殿

出 張 願  (役員用)

氏 名 印

出 張 場 所

出 張 期 間 年   月   日～   年   月   日

目 的

代表理事承認印

*事務局長に提出のこと。



書式第 17号 (法第 55条関係)

特定非営利活動促進法第 54 2 3 に め した

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第54条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

法人名 特定非営利活動法人幼い難民を考える会
令和 2年 4月 1日 ～

令和 3年 3月 31日
事 業 年 度

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

経常収益/会費収入 1,703,000円

経常収益/寄付収入 17,555,060円

経常収益/事業収入 1,249,406円

8,600,682円

‐102,240円

経常収益/補助金収入

経常収益/その他収入

経常外収入/前期損益修正益/織物製品棚卸差額 0円

円

円

円

円

円

円

円

29,005,908円△
ロ 計

(1)収 の明細

(2) 明細

(3)その他

該当無

金    額先入借

円該当無

円

円

円

円

△
ロ 計 円

32条第 1項 していま 以 じです。



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等1こ係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

(1)資産の譲渡 る

(2) 産の貸付けに係る び条件等

(3) の提供に係る び条件等

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

該当無 円

円

円

円

円

円

円

円

円

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

該当無 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円該当無

円

円

円

円

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条  件  等



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引

及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ
ロ

(1)収益の生 る の上 5

(2) 費用 る取 |の 5者

(3)役員、社員、職員若 しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 )

住所又は所在地 取引金額 取 弓1 内 容 等氏名又は名称

カンボジア・「村の幼稚園」園

舎建設運営支援
1,500,000円

カンボジア・村の幼稚園」運

営支援
1,300,000円

1,000,000円 カンボジア・保育研修

1,000,000円
カンボジア・ 1村の幼稚園」運

営他会の運営

ア・カ ン
1,000,000円

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

1,703,864円
健康保険料、厚生年金保険

料

527,700円
月次会計サポー ト

527,072円
令和 2年 4月 から令和 2年
9月 の支払賃借料

令和 2年 4月 か 和 2年
427,780円 8月 の支払賃借料・水道・

電気料

258,149円 後納料金・EMS料金等

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

譲 渡

年月日
譲 渡 価 格 譲渡資産の内容等

該当無 円

円

円

け (

円該当無

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

ロ



円

円

円

円

円

円

円

ハ 役務の提供 (施設の利用 を )

該当無 円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

役務の提

供年月日
対 価 の 額 役務提供の内容等

4 寄附者に関する事i項|[④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が

20 であるもの

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

円

円

該当無

円

円

円

円

円

円

円

円

5 給与の総額等に関する事項 [⑤給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項]



給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

26名 (日 本 5名、カンボジア 21名 ) 13,709,631円

6.支 出し に した寄附金の額並びに 手先及び支出年月日]

支出年月 日 支出先の名称 所 在 地
寄附の 目的等

支出した寄附金額

該当無 円

円

円

合   計 円

7 海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並び

の 日

実  施  日 使 途 金   額

2020.06.04
カ ン 事務所

2020.07.14
カンボジア 保育事業

1,874,882円

3,977,425円

1,066,600円

5,000,000円

2020.10。 12
カンボジア事務所 保育事業

2020.10。 13
カンボジア事務所 保育事業

2021.01.25
カンボジア事務所 保育事業 2,855,841円



法人名 特定非営利活動法人幼い難民を考える会

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

ハ 会計につし いること、又は根簿書類の備付け、取引の記

チェック欄

/

割 合

④÷③

割 合

(②÷①

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれら

族等」のグノレープの人数

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

項  目

④ ⑤② ③①
区  分

0人 0%

人 %

%人

%人

%人

%人

人 %人
時申 請

イ

各欄D人数等は、第3表付表1『役員の状況」から転配してくださしヽ

③臓αЭこついて:よ 小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してくださしヽ

各社員の表決権が平等である ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

上記を証する書類の名称とその内容等
はい

いいえ

はい はい

いいえ

はい はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえいいえ いいえ

ロ

(注 1)

(注 2)

0人 0%

人 %

人 %

人 %

人 %

人 %

人 %

③
令和 2年 4月 1日～

令和 3年 3月 31日 6人

⑤ 年 月 日～ 年 月 日
人

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人

① 年 月 日～ 年 月 日
人

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人

① 年 月 日～ 年 月 日
人

書式第 7号‐
(法第 44条・51条 。58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 3表) (初葉)

∝菫申D
・ 認定基準等チェック表 (第 3表):よ 法第5条第1項に基づく書類 (役員細卵翻聾閣出書Dの 提出時においても記職及び添

付する必要があります。その場合、上記口の配麟の必要はありません。

・ 認定の有効期間D更新の申請に当たっては、法第5条第1項に基づく書類(役員葡日腸濯野提出書類)に記載した事項について、

添付を省略することができます。



ハ

項
日
日 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

は い

が市ハ
V

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行つている .

〆面ヽヽ
V
いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいた

はい

いいえ

はい

いいえ

項
口
日 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申詣郭寺

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無

′ヽ有くり有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

第3表 (りUD

医
==コ認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出:自胴)に配載した事項について、改

めて購 る必要はありません。

3

○ 二において、「費途が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人力絡 目に関わらず支出した金銭でその動勧 明`らかでないものが、これに当たりま
‐
九 なお、意図的にその支出先を

明らかにしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできません。

エ

注 意 事 項記 載 要 領項    目

区分欄の「④引①」の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載しま‐
九

第3表付表1「役員の状況Jを記載して、口①」、「②」

及び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

イの各欄

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ば、「定款 (又は会貝:D第○条に『各正会員の表決権は、

平等なものとする』と規定」のように記載します。

口の各欄

① 吟洲こγ,ヽて公国会●出又口監奎

法人′堀日Lを受けている」の「奎ュ」_

工」ΩLLL曇全L国監コ回囲■董透

世L工

`=豊
DL

② 噂略書贖の備付け、取引の口鳳及

o螂申●卿 〉保議 着色申告資知謙

ハの各欄

二の各欄

じて行っている」の「はしコ に「o」

から「①」)を示した

該当する一方を「○」で囲みま・九

なお、「④」から「①」については、イに記載する各期

間 (「④」から「①」)を示したもので九

し型盪進量こ!」:、.」i巨.塁.塁ヨ:±:壺:」≧.I!堕:聾ヨl曇

壁g2状ユ1__壺重菫口LL」壁」昼ピニ⊆≦1」ビ登

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③」から「①りについては、イに記載する各期



―ン

書式第 8号 (法第44条・51条・58条関係)

囮 の 状 況 第 3表付表 1

藤川 祥子 令和2.5.30就 任

大垣 洋子 令和2.5.30就 任

鈴木雅博 監事

草野榮雅 監事

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事

項について、添付を省略することができます。

平成 20.4.1就 任

平成 26.5.31就 任

令和2.5.30退 任

④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時法人名

役  員  数 6人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

牛場輝夫 理事

理事

〇

　

一　

〇

　

一　

〇

　

一　

〇

平成 29.5.27就 任

令和 2.5.30退 任

平成 26.9.27就 任

令和 2.5.30退 任

平成 29.5.27就 任

平成 28.5.28就 任

令和 2.5.30就 任

○

山極小枝子

雨森政恵

関口晴美

草野榮雅 理事

理事

理事

理事

理事

○

○

○

○

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職名 続柄等

就 任 等 の 状 況

③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 爵硼
就任・退任

年月日



´
ヽ

書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第 3表付表2

(記載要領)

・ 『伝票又:ま膿簿名」欄は、例えば『現金出納帽し、「総働きd口、「経費帳』などのように配職します。

・ 『左の帳角等の形態」欄は、「3枚複写伝票」、『ルーズリーフ」、「装丁帳簿」などのように記載します。

0 『記帳の時期」欄:ム 「毎日」、「―週間ごと」のように記載します。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては 法第55条第1項i堪づく書類 (役員報酬頗孵等提出:□E):=記載した内容こ変更

がないとき!よ 添付を省略することができます。

法 人 名
特定非営利活動法人幼い難民を考える会

保存期間伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期

現預金出納脹 (カ ンボジア) エクセノИ吏用
ルーズリーフ

随時 7年

総勘定元帳 会計ソフトGホ生会言1)使用

ルーズリーフ

7年

会計ソフト 使用 毎 日 7年

ルーズリーフ

Ⅵmcbr(入出金伝動 ∽ Voucher用紙に手書き記入 7年

仕訳日記帳 会計ソフト動 生ヽ会計)

ルーズリーフ

随時 7年

給与台帳 エクセル使用
ルーズリーフ

毎月 7年

固定資産台脹 エクセル使用

ルーズリーフ

1回 7年



法人名 特定非営利活動法人幼い難民を考える会 チェッタ欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法

人と当法人と しで特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当

法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う

者、上記イ しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上

であること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

/

項
日

【 ④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請時

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者

を教化育成する活動
有・面ヽ`

中′ 有 。無 有 ・ 無 有 。無 有・ 無 有・ 無 有・ 無

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれ

に反対する活動
有 有 。無 有 。無

有 有 ・ 無 有 。無

有 ・ 無 有・ 無 有 。無 有・ 無

特定の公職の候補者若しくは公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに

反対する活動

有 。無 有 ・ 無 有 。無 有・ 無

コ

項 目 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

役員の職務の内餃 職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する動 支給の状況等:司照らして、当法人の役員に対

する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他

役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特男:F)利益の供

与の有無

⌒

有(遣リ有・無

有・無

有・無

有・無

有・無 有・無 有・無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価″)額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の角産の譲渡等に関して特男:!σttl益の供

与の有無

有 有・無 有・無 有・無 有・無

有 。無 有・無 有・無 有・無

有 。無 有 。無 有 。無 有 。無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して補湯I!σ禾1益の供与の有無
有 有・無 有 。無

営利を目的とした事業を行

特定の公職の候補者若しく

有無

う者及びイの活動を行う者又は

はィ容職にある者に対する寄附の 有 有 。無 有・無

書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表 (第 4表) (初葉)

(注意事項)

・ 「認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第騎条第1項に基づく書類 (役員報酬観程等提出書類)の提出時においても記載

及び添付するg要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第 4表 (次葉)」 0'汲び二)の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効朗間の更新の申講:こ当たつては、法第騒条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出魯Dに 配職した事項につい

て、添付を省略することができます。



法人名 特定非営利活動法人幼い難民を考える会 チェッタ欄

/
5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲鹿させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事

項等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合に:よ 正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

※回覧に関する編唄11命υ哺顧ID l"lζある場創日ょ そα漁唄|」 劇
『

哺韻ID鋼睦1添付してくださしヽ

同  意

しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、涸動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿

③ 定款等 碇款、認証書の写Ц 登記事項証明書の写し)

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する:書風 欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬測ま職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源宗口:に明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれに′)ヽて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれ
´
らの者の配偶者若しくは」況等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは:∋況等以内の規族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計審が加万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及呻 年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額}こ関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支仕年月日

⑦ 海外への送金又は銭 の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄自こ提出した書類の写し

書式第 13号 (法第44条・51条・58条関係)

エ

(注意事項)

・ 認定基準等チェック表第5表は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に調載及び添付する必要

があります。

・ 認定の有効期間の更新の申講に当たっては、添付の必要まありません。

5



書式第14号 (法第44条・51条058条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8:わ

法人名 特定非営利活動法人幼い難民を考える会

認定基準等チェック表 (第 6表)

認定基準等チェック表 (第 7表 )

認定基準等チェック表 (第 8表 )

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

チェック相

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年   月  日

(注意事項)

・ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬観程尋根出書類Dの提出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8:D
は、記載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法第

55条第 1項に基づく書類 (役員報酬朗濯尊提出口類)に記載した事項について、改めて記載する必要はありません。

日 E轟野亜濶 28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

チェッタ欄

特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

⑥ ⑮ ◎ ① ◎

有 ・ 無有 ・ 無 有 ・ 無 有 0無 有 ・ 無

①

有 ・ 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又|ま得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェッタ欄

ノ

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注口認定基準等チェック表 (第 7コ は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬間程等提出由類)の提出喘こ記載及

び添付する必要があります。

③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無



書式第15号 (法第44条・51条・584等銅係)

欠格事由チェック表

1 役員のうち、

認定特定非営禾!1勘法人が認定を取

を取 り消された場合において、その取消レの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定

特定非営利活動法人又は当該特例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でそ

しの日から5年を経過しない者の有無

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わった日測まその執行を受けることがなくなった日́から
有

5年を経過しない者の有無

特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第
"4条

等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に遅板 したことにより、罰金刑に処壁 られ、そ
`粥

に行が終わつた日又はそ
`粥

に行を受

けることがなくなった日から5年を経過しない者の有無

有

有

イ

ロ

ハ

り

有 ①

⌒

〔鉦 〕
ツ

′
~ヽ

。【任 ,
Cヽヽ′

暴力

ttt,\ (，
“ 認定又は特例認定を取り消されその取消t′)日 から5年を経過しなし法人

l*v. (.3 定款又は事業計H画書の内容が法令等に違反している法人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
は い

付

類

添

書

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、

「

(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員報馴規程等提出書日ま添付不要

5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人 ltt,\ ( しヽ

6 次のいずれかに該当する法人

暴力団

暴力団又は暴ガヨの構成員等の統制下にある法人

はいd
しヽはいく

法人名 特定非営利活動法人幼い難民を考える会 チェッタ欄

/
認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当す

は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合
た場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前 1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当敵特

例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの
日 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等 健1)若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税者しくは地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等 餃 )

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当骸滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

定二」ヒロ盤重望LLi超
=g≧

直菫圏』ШttE壁壼LEと観I■L」」LL」]□国囲1日L量窒盆」ユ菫」1圭里」ニコL」囲囲廻菫1□L」[豊⊆≧ユ上並型:
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立)。

5国 税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人

6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

り


